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平成２０年度の我が国の経済は、当初アメリカを中

心とする金融不安や原油・原材料価格の高騰などを

背景に、景気回復が足踏み状態となっていたところ、

９月のリーマン・ブラザーズの破綻に端を発した世

界的な金融危機をきっかけとして、景気は急速な後

退に転じた。輸出の大幅減に伴う減産により企業収

益が悪化し、影響は雇用情勢や個人消費に及んだ。

政府は８月に「安心実現のための緊急総合対策」、

１０月に「生活対策」、１２月に「生活防衛のための緊

急対策」を策定し、当面は景気対策を優先しつつも、

中長期的に財政健全化と改革による経済成長を両立

していく方針（「生活対策」）を打ち出した。

特に、生活対策の中では、①「生活者の暮らしの

安心」②「金融・経済の安定強化」③「地方の底力

の発揮」の３点を重点項目とし、このうち「生活者

の暮らしの安心」を打ち立てることを第一に位置づ

け、具体的施策として、定額給付金等の家計緊急支

援対策、非正規労働者や中小企業の雇用安定対策の

強化、消費者庁の創設や出産・子育て支援の拡充等

の生活安心確保対策を進めていくこととされ、これ

に基づき市町村においても取組が行われた。

こうした背景の下、平成２０年度の府内市町村決算

の特徴として、以下のことが挙げられる。

① 扶助費、積立金が増加したものの、人件費、物

件費及び投資的経費が減少したことにより、実質

収支は５年連続黒字となった。

② 赤字団体数については、１団体が黒字に転換、

１団体が赤字に転落したため、団体数は前年度と

変わらず３団体となった。

③ 経常収支比率は、経常一般財源総額等について

は、地方特例交付金等、普通交付税が増加したも

のの、税関連交付金、臨時財政対策債が減少した
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ため、総額では前年度に比べて減少した。

一方、経常経費充当一般財源については、扶助費

が増加したものの、人件費、物件費等が減少したた

め、総額では前年度に比べて減少した。この結果、

経常収支比率は前年度より１.１ポイント改善した。

このほか、補助費等の増及び繰出金の減について

は、下水道会計の法適化を実施した団体があり、歳

出区分が振り変わったことによる。

以下、事項別に詳細に解説していくこととする。

（注）本稿中の数値は原則として百万円単位であるが、構成

比、増減比率等の比率については千円単位で計算したもの

を用いている。いずれの数値も四捨五入により端数処理を

している関係上、その内訳は合計と一致しない場合があ

る。増減項目名については、表及び図の項目名と合わせて

いる。

（注）また、増減額・増減率は、特に記載されていない限り平

成１９年度との比較であり、全国及び府内市町村の数値は、

特に断りのない限り指定都市及び特別区を除いている。

（注）なお、各市町村の数値は、本誌平成２１年１１月号別冊デ

ータ集に掲載されているので参照されたい。

平成２０年度の府内市町村の決算規模は、歳入が１

兆６,３８９億５１百万円で９２億９１百万円、０.６％の増とな

り、３年連続で前年度を上回ることとなったが、歳

出は１兆６,１３９億７２百万円で７６億３０百万円、０.５％の

減となった。（表－１、図－１）

歳入歳出差引額（形式収支）は２４９億７９百万円の

黒字であった。これから翌年度へ繰り越すべき財源

１６０億４４百万円を差し引いた実質収支も、５年連続

の黒字で８９億３５百万円となった。（図－２）

また、単年度収支については、前年度の２６億７０百

万円の赤字に対し、５４億６８百万円の黒字となった。

これは、地方税や地方交付税に代表される一般財源

等収入額が昨年度とほぼ同額となったのに対し、人

件費や公債費等に充当される一般財源が１０５億６２百

万円、０.９％の減となったためである。（図－３）

単年度収支の中に含まれる基金の積立て・取崩し

や任意に行った地方債の繰上償還といった単年度限

Ⅱ 決算規模及び決算収支
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図－１　歳入・歳出決算規模の推移

図－２　実質収支の推移

図－３　単年度収支及び実質単年度収支の推移

表－１　決算規模及び決算収支の推移
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りの黒字要素・赤字要素を控除した実質単年度収支

についても、前年度３９億６百万円の赤字から９３億３４

百万円の黒字となった。

歳入については、配当割交付金が３０億２７百万円、

６０.４％の減、地方消費税交付金が２８億５１百万円、

５.８％の減、株式等譲渡所得割交付金が２３億７０百万

円、７７.１％の減、繰入金が６０億２０百万円、１４.４％

の減、地方債が７９億３８百万円、６.８％の減となった

ものの、地方特例交付金等が６５億７０百万円、１２１.２％

の増、地方交付税が３７億５５百万円、２.６％の増、国

庫支出金が２３１億７１百万円、１１.３％の増となったこ

となどから、全体では９２億９１百万円、０.６％の増と

なった。（図－４）

歳出については、扶助費が１３６億５９百万円、４.０％

の増、補助費等が２０２億３１百万円、１６.２％の増とな

ったものの、人件費が１４６億３百万円、３.８％の減、

投資及び出資金・貸付金が７０億４１百万円、１７.７％の

減、繰出金が８８億６７百万円、４.５％の減、普通建設

事業費が６４億７６百万円、５.１％の減となったことな

どにより、全体では７６億３０百万円、０.５％の減とな

った。（図－５）

実質収支の黒字団体・赤字団体の状況をみると、

黒字団体は３８団体（２９市８町１村）で、黒字額は

１０２億５０百万円となり、前年度に比べて１９億１百万

円の増となった。（表－２）

赤字団体数は前年度と同じく３団体であるが、１

市が黒字に、１町が赤字に転換したため、その内訳

は２市１町となった。また、赤字団体の赤字額は１３

億１５百万円で、３５億６７百万円の減となった。

単年度収支の赤字団体の状況をみると、団体数は

前年度に比べて５団体減の１３団体（１０市２町１村）

で、赤字額は１５億３５百万円、前年度に比べて２４億７７

百万円の減となった。
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図－４　歳入決算規模の対前年度増減率の推移

表－２　黒字団体・赤字団体の推移

図－５　歳出決算規模の対前年度増減率の推移
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平成２０年度の歳入総額は１兆６,３８９億５１百万円で、

９２億９１百万円、０.６％の増となっており、主な増減

要素は、次のとおりである。（表－３、４）

・地方特例交付金等＋６５億７０百万円（＋１２１.２％）

・地方交付税 ＋３７億５５百万円（＋００２.６％）

・国庫支出金 ＋２３１億７１百万円（＋０１１.３％）

・配当割交付金 △３０億２７百万円（△６０.４％）

・株式等譲渡所得割交付金

△２３億７０百万円（△７７.１％）

・地方消費税交付金 △２８億５１百万円（△０５.８％）

・府支出金 △１７億７百万円（△０１.９％）

・繰入金 △６０億２０百万円（△１４.４％）

・地方債 △７９億３８百万円（△０６.８％）

なお、歳入の構成比についてみると、（表－５）の

とおりとなっている。

地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産

収入、繰入金、諸収入等の自主財源の合計は９,７３９億

５６百万円で、４０億７百万円、０.４％の減となって

おり、歳入総額に占める割合は５９.４％と０.４％の減と

なっている。（図－６）

また、地方税、地方交付税、地方譲与税等の狭義

の一般財源は１兆４８０億３６百万円で昨年度とほぼ同額

となっており、歳入総額に占める割合は６３.９％とな

っている。（図－７）

①　地方税

地方税は８,０８９億７６百万円で、昨年度とほぼ同額

となっている。（表－６）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・所得割 ＋２０億２４百万円（＋００.７％）

・法人税割 △６４億５６百万円（△１０.９％）

Ⅲ 歳　入
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表－３　歳入決算額の状況

表－４　歳入決算額の対前年度増減率の推移

00自治大阪2010.02月号  10.3.23 10:22  ページ 24



25自治大阪 ／ 2010 － 2

図－７　一般財源の歳入総額に占める割合の推移
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図－６　自主財源の構成比の推移
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（注）自主財源「その他」の内訳は、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金である。 
依存財源「その他」の内訳は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交
付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金等、交通安全対策特
別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金である。 

４９.６ 　　　　　　  ３.０ 　 ７.５ 　　　　９.０ １２.６　　　 ５.５　　  ７.１　　  ５.８ ４９.６ 　　　　　　  ３.０ 　 ７.５ 　　　　９.０ １２.６　　　 ５.５　　  ７.１　　  ５.８ 

４９.４ 　　　　　　  ３.０ 　 ７.１ 　　　  ９.１　　　　　 １３.９　　　 　 ５.４　　６.６　　 ５.５ ４９.４ 　　　　　　  ３.０ 　 ７.１ 　　　  ９.１　　　　　 １３.９　　　 　 ５.４　　６.６　　 ５.５ 

表－５　歳入決算額の構成比の推移
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急激な景気後退による法人所得の減。

・固定資産税 ＋３２億８０百万円（＋０１.０％）

うち　土地 △０４億７百万円（△００.３％）

うち　家屋 ＋３８億３百万円（＋０３.０％）

・特別土地保有税

＋２４億６２百万円（＋３,４１０.４％）

・市町村たばこ税 △１７億９０百万円（△０５.０％）

なお、図－８は、各税目別の対前年度増減率の推

移である。

②　地方譲与税

地方譲与税は１３２億６０百万円で、８億３０百万円、

５.９％の減となっている。

航空機燃料譲与税・地方道路譲与税の減による。

③　地方特例交付金等

地方特例交付金等は１１９億９１百万円で、６５億７０百

万円、１２１.２％の増となっている。

住宅借入金等特別税額控除に伴う減収補てん特例

交付金の増や、道路特定財源の暫定税率の失効期間

の減収に伴う減収補てん臨時交付金の増による。

④　地方交付税

地方交付税は１,４９７億３９百万円で、３７億５５百万円、

２.６％の増となっている。（表－７）

・普通交付税 ＋３０億４９百万円（＋２.３％）

基準財政需要額が増加した一方、基準財政収入

額が前年並みとなったため。

・特別交付税 ＋７億６百万円（＋５.８％）

⑤　国庫支出金

国庫支出金は２,２８２億８７百万円で、２３１億７１百万

円、１１.３％の増となっている。（表－８、図－９）

主な増要素は、以下のとおりである。

・生活保護費負担金 ＋４０億４６百万円（＋３.６％）

・普通建設事業費支出金

＋１６億８百万円（＋８.７％）

・定額給付金事業費補助金 ＋１１４億８５百万円

・地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金

＋３億２５百万円

・地域活性化・生活対策臨時交付金

＋１０億９９百万円

上記三項目は、いずれも冒頭に述べた国の景気対策

の一環として実施された補助事業に係る歳入である。
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図－８　税目別対前年度増減率の推移

表－６　地方税の状況

表－７　地方交付税の状況
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⑥　府支出金

府支出金は８８３億４百万円で、１７億７百万円、１.９％

の減となっている。（表－９）

ア．国庫財源を伴うもの

４１２億２９万円、＋６億６６百万円（＋１.６％）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・委託金 △６億円（△２２.７％）

参議院議員選挙委託金の減などによる。

・その他 ＋１０億９７百万円（＋０３.５％）

児童手当交付金や障害者自立支援給付費等負担

金等の増加によるもの。

イ．府費のみのもの

４７０億７６百万円、△２３億７２百万円（△４.８％）

大阪府議会議員、大阪府知事選挙委託金の減な

どによる。
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表－９　府支出金の状況

図－９　国庫支出金の推移
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表－８　国庫支出金の状況
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⑦　財産収入

財産収入は１１０億３３百万円で、５億６８百万円、５.４％

の増となっている。（表－１０）

財産売払収入のうち、土地・建物が減少したもの

の、財産運用収入がそれを上回る増となった。

⑧　繰入金

繰入金は３５９億１２百万円で、６０億２０百万円、１４.４％

の減となっている。（表－１１）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・基金繰入金 △４９億６１百万円（△１４.３％）

（内訳）

・財政調整基金 △３０億６６百万円（△２９.３％）

・減債基金 △０２億８７百万円（△１２.０％）

・その他特定目的基金

△１６億８百万円（△０７.４％）

なお、財政調整基金から取崩しを行った団体数は、

前年度より３団体増加して２４団体となっている。ま

た、減債基金から取崩しを行った団体数は、前年度

と同じ１１団体となっている。

・その他 △１８億２１百万円（△３０.６％）

⑨　諸収入

諸収入は４９３億８４百万円で、４億８５百万円、１.０％

の増となっている。（表－１２）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・公営企業貸付金元利収入

＋４３億５百万円（＋１,２９６.３％）

病院会計貸付金元利収入の増などによる。

・雑入 ＋３２億９８百万円（＋２０.６％）

・貸付金元利収入 △７５億８３百万円（△２５.７％）

土地開発公社貸付金元利収入の減などによる。

⑩　地方債

地方債は１,０８０億６８百万円で、７９億３８百万円、

６.８％の減となっている。（表－１３、図－１０）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・退職手当債 ＋６３億４９百万円（＋４７.６％）

・一般単独事業債 △７１億２５百万円（△３３.８％）

財政健全化の一環として投資の抑制を行ったこ

となどによる。
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表－１１ 繰入金の状況

表－１２ 諸収入の状況

表－１０ 財産収入の状況
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・府貸付金 △３４億５０百万円 （皆減）

府貸付金の一時休止による。

・臨時財政対策債 △３６億５８百万円（△８.５％）

また、歳入総額に占める地方債収入の比率（地

方債依存度）は６.６％で、０.５ポイント減少した。

（図－１１）

平成２０年度の歳出総額は、１兆６,１３９億７２百万円

で、７６億３０百万円、０.５％の減となっている。

■目的別歳出の状況

目的別歳出とは、市町村の経費をその行政目的に

より区分したものであり、総務費、民生費、衛生費、

Ⅳ 歳　出
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表－１３ 地方債発行額の状況

図－１０ 地方債発行額の推移
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図－１１ 地方債依存度の推移
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土木費、教育費など１４区分に大別される。

主な増減経費は以下のとおりである。（表－１４、

１５、１６）

・民生費 ＋１０４億８８百万円（＋０１.８％）

・総務費 ＋６４億６４百万円（＋０３.３％）

・教育費 ＋１６億２２百万円（＋０１.０％）

・土木費 △１４３億９６百万円（△０６.８％）

・衛生費 △６５億８１百万円（△０３.８％）

・諸支出金 △２１億６４百万円（△３１.６％）

①　総務費

総務費は、２,０２１億１９百万円で、６４億６４百万円、

３.３％の増となっている。

総務費の主な増減要素は、以下のとおりである。

（表－１７）

・総務管理費 ＋１１２億１６百万円（＋０７.１％）

財政調整基金やその他特定目的基金への積立金、

定額給付金の増による。

・選挙費 △４３億９２百万円（△６９.４％）

参議院選挙や統一地方選挙等に係る執行経費の

減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりである。

・普通建設事業費 △２７億６５百万円（△３４.１％）

用地取得に係る事業費の減などによる。

・人件費 △３５億８２百万円（△０２.９％）

職員給及び退職手当の減などによる。

・補助費等 ＋８６億５百万円（＋８６.３％）

定額給付金の増などによる。

・その他　　　　　　＋８８億６４百万円（＋９３.０％）

基金積立金の増などによる。

②　民生費

民生費は、６,０５５億７８百万円で、１０４億８８百万円、

１.８％の増となっている。（表－１８、図－１２）

民生費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・社会福祉費 ＋１０億９４百万円（＋０.８％）

障害者自立支援給付費の増などによる。

・老人福祉費 ＋５３億９４百万円（＋５.６％）

後期高齢者医療に係る経費の増などによる。

・生活保護費 ＋２９億２５百万円（＋１.８％）

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりで

ある。

・扶助費 ＋１３９億５９百万円（＋４.２％）

生活保護費、障害者自立支援給付費の増などに

よる。

・繰出金 ＋５８億２４百万円（＋４.７％）

後期高齢者医療事業会計への繰出金の増などに

よる。
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図－１２ 民生費の推移
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表－１４ 目的別歳出決算の状況

表－１５ 目的別歳出決算額の対前年度増減率の推移

表－１６ 目的別歳出決算額の構成比の推移

表－１７ 総務費の状況
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表－１９ 衛生費の状況

表－１８ 民生費の状況

図－１３ 衛生費の推移
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③　衛生費

衛生費は、１,６５５億１６百万円で、△６５億８１百万円、

３.８％の減となっている。（表－１９、図－１３）

衛生費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・清掃費 △４９億７６百万円（△０４.９％）

廃棄物処理施設建設事業費の減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりである。

・普通建設事業費 △４２億３５百万円（△２３.５％）

廃棄物処理施設建設事業費の減などによる。

④　土木費

土木費は、１,９７８億８５百万円で、１４３億９６百万円、

６.８％の減となっている。（表－２０、図－１４）

土木費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・土木管理費 △７０億３９百万円（△２３.６％）

土地開発公社への貸付金の減などによる。

・道路・橋りょう費 △２５億１３百万円（△０８.６％）

・都市計画費のうち

公園費 △１２億６１百万円（△０６.８％）
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表－２０ 土木費の状況

図－１４ 土木費の推移

149149
173173

278278

228228

268268
9696

47

1,979 
（▲6.8） 
47

747

00自治大阪2010.02月号  10.3.23 10:23  ページ 33



34 自治大阪 ／ 2010 － 2

街路費 △７億５百万円（△０４.７％）

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりである。

・補助費等 ＋１４５億５２百万円（＋２５１.８％）

・繰出金 △１４６億１９百万円（△０２０.１％）

下水道事業会計の法適化に伴い、歳出区分が繰

出金から補助費等へ振り替わったことによる。

・貸付金 △９６億５９百万円（△０４１.７％）

土地開発公社や公営企業会計への貸付金の減な

どによる。

⑤　教育費

教育費は、１,６７９億５１百万円で、１６億２２百万円、

１.０％の増となっている。（表－２１、図－１５）

教育費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・小学校費 ＋２５億１１百万円（＋６.５％）

・中学校費 ＋１７億３３百万円（＋９.２％）

義務教育施設空調整備事業の増などによる。

・教育総務費 △１２億８７百万円（△０４.４％）

職員給及び退職手当の減などによる。

性質別内訳の主な増減要素は、以下のとおりである。

・普通建設事業費 ＋５２億４９百万円（＋２３.５％）

義務教育施設空調整備事業の増などによる。

・人件費 △４０億６６百万円（△０５.６％）

職員給及び退職手当の減などによる。

⑥　その他

前年度繰上充用金は､前年度赤字額の増により、本

年度は１７億１３百万円、５４.４％の増となった。

公債費は、一般単独事業債及び学校教育施設等整

備事業債の償還額の減などにより、３６億７８百万円、

２.１％の減となった。

■性質別歳出の状況

市町村の経費をその性質別により分類すると、義

務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別する

ことができる。（表－２２・２３、図－１６）

・義務的経費 △４６億４０百万円（△０.５％）

・投資的経費 △６６億４百万円（△５.２％）

・その他の経費 ＋３６億１３百万円（＋０.６％）

構成比については、表－２４、図－１７のとおりである。

（１）義務的経費

①　人件費

人件費は、３,７２１億３１百万円で、１４６億３百万

円、３.８％の減となっている。また、歳出総額に

占める人件費の構成比は２３.１％で、前年度に比べ

０.７％減少している。（表－２５）

人件費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・基本給 △６２億９９百万円（△３.８％）

・その他手当 △５４億２６百万円（△６.１％）

表－２１ 教育費の状況
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図－１５ 教育費の推移
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図－１６ 性質別歳出の推移

00自治大阪2010.02月号  10.3.23 10:23  ページ 35



36 自治大阪 ／ 2010 － 2

表－２４ 性質別歳出決算額の構成比の推移

表－２２ 性質別歳出内訳の状況

表－２３ 性質別歳出決算額の対前年度増減率の推移
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職員数の削減などによる。

・地方公務員共済組合等負担金

△２２億３４百万円（△５.２％）

・退職手当 △２億５９百万円（△０.５％）

②　扶助費

扶助費は、３,５８７億４０百万円で、１３６億５９百万

円、４.０％の増となっている。また、歳出総額に

占める扶助費の構成比は、２２.２％で、０.９ポイン

トの増となっている。（表－２６）

扶助費の主な増減要素は、以下のとおりである。

・社会福祉費 ＋５６億７９百万円（＋１１.１％）

障害者自立支援給付費の増などによる。
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図－１７ 性質別歳出構成比の推移

表－２５ 人件費の内訳

表－２６ 扶助費の状況
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・生活保護費 ＋４８億６９百万円（＋０３.３％）

・児童福祉費 ＋３３億９６百万円（＋０２.８％）

保育所措置費の増などによる。

③　公債費

公債費は、１,７３４億９６百万円で、△３６億９７百万円、

△２.１％の減となっている。（表－２７、図－１８）

公債費の主な増減要素は、以下のとおりである。

（表－２８）

・臨時財政対策債 ＋４９億６１百万円（＋３２.７％）

・一般単独事業債 △３９億４１百万円（△０５.８％）

・学校教育施設等整備事業債　

△１７億７６百万円（△１１.０％）

（２）投資的経費

①　普通建設事業費

投資的経費の大部分を占める普通建設事業費に

ついて、補助事業費は増加したものの、単独事業

費が減少しており、全体としては１,１９３億５５百万

38 自治大阪 ／ 2010 － 2

表－２９ 普通建設事業費の推移

表－２７ 公債費の推移

表－２８ 地方債元利償還金の事業債別内訳

図－１８ 公債費・地方債発行額の推移
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円で、６４億７６百万円、５.１％の減となっている。

（表－２９）

また、歳出総額に占める普通建設事業費の構成

比は、７.４％と前年度から０.４ポイントの減となっ

ている。

普通建設事業費の財源構成は、図－１９のとおり

である。

普通建設事業費の目的別支出の主な増減要素は、

以下のとおりである。

・教育費 ＋５２億４９百万円（＋２３.５％）

義務教育施設空調整備事業の増などによる。

・総務費 △２７億６５百万円（△３４.１％）

用地取得に係る事業費の減などによる。

・衛生費 △４２億３５百万円（△２３.５％）

廃棄物処理施設建設の減などによる。

普通建設事業費の目的別構成比は、表－３０、

図－２０のとおりである。

普通建設事業費における用地取得費は、３２４億

９２百万円で、６億３１百万円、２.０％の増となって

いる。

用地取得費の主な増減要素は、以下のとおりで

ある。（表－３１）

・街路 ＋８億７０百万円（＋０１２.８％）

・社会教育施設 ＋３億２０百万円（＋１０５.２％）

・道路橋りょう △２２億５２百万円（△０４４.５％）

・その他 ＋１６億６百万円（＋０１２.９％）

なお、普通建設事業費に占める用地取得費の割合

は２７.２％と、２.０ポイント増加している。（表－３２）

39自治大阪 ／ 2010 － 2

表－３０ 普通建設事業費の目的別状況

図－１９ 普通建設事業費財源内訳構成比の推移 図－２０ 普通建設事業費の目的別構成比の推移
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②　その他

災害復旧事業費は、９１百万円で１億２８百万円、

５８.３％の減となっている。

（３）その他の経費

①　物件費

物件費は、１,８２０億９４百万円で９２億３２百万円、

４.８％の減となっている。（表－３３）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・委託料 △７４億８５百万円（６.７％）

平成１９年度は参議院選挙等に係る執行経費が

あったことや、各医療保険者において実施する

特定検診が開始されたことにより、一般的な検

診に係る費用が減少したことなどによる。

②　補助費等

補助費等は、１,４５１億６４百万円で、２０２億３１百万

円、１６.２％の増となっている。（表－３４）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・地方公営企業会計に対するもの（法適）

＋１９１億８２百万円（＋１１９.６％）

下水道事業会計の法適化に伴い、歳出区分が

繰出金から補助費等へ振り替わったことによる。

・その他 ＋３２億７６百万円（＋００４.９％）

定額給付金の増などによる。

③　積立金

積立金は、２２８億４６百万円で、６２億９百万円、

３７.３％の増となっている。（表－２２）

財政調整基金やその他特定目的基金への積立金

の増による。

④　貸付金

貸付金は、２９６億４２百万円で、７７億４６百万円、

２０.７％の減となっている。（表－３５）

土地開発公社への貸付金の減などによる。

⑤　繰出金

繰出金は、１,８８５億８４百万円で、８８億６７百万円、

４.５％の減となっている。（表－３６）

主な増減要素は、以下のとおりである。

・下水道事業会計

△１４７億１６百万円（△２０.７％）

下水道事業会計の法適化に伴い、歳出区分が

繰出金から補助費等へ振り替わったことによる。

・後期高齢者医療事業会計

40 自治大阪 ／ 2010 － 2

表－３１ 用地取得費の状況

表－３２ 用地取得費の占める割合
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表－３６ 繰出金の状況

表－３３ 物件費の状況

表－３４ 補助費等の状況

表－３５ 貸付金の状況
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＋３５７億６５百万円 （皆増）

・老人保健医療事業会計

△２７６億９３百万円（△９０.６％）

後期高齢者医療制度の創設に伴う増減による。

■一般財源等の充当状況

平成２０年度における府内市町村の一般財源等（注

１）の充当状況をみると、歳出に充当された一般財

源等の総額が、１兆１,４０２億２１百万円で、１０５億６２百

万円、０.９％の減となるとともに、一般財源等収入額

も、１兆１,５８５億４２百万円で、１億７５百万円、０.０％

の微減となっている｡（表－３７）

次に、歳出のうち、義務的経費に充当された一般

財源等の状況についてみると、人件費では、職員数

の削減などによる職員給の減や平成１９年度に大幅に

増加した退職手当が微減になったことなどにより、

１８６億２７百万円、５.４％の減、公債費では、臨時財

政対策債などの償還が増えているものの公債費全体

では９億９３百万円、０.６％の減となっている。

一方、扶助費では、生活保護費、障害者自立支援

給付費などが増加し、２８億５４百万円、２.５％の増と

なっている。

この結果、義務的経費全体の一般財源等の充当額

は６,１６８億１２百万円となり、１６７億６６百万円、２.６％

の減となっている｡

投資的経費に充当された一般財源等は、普通建設

事業の抑制傾向から、普通建設事業費が減少し、全

体で６億１３百万円、１.６％の減となっている｡

その他の経費については、繰出金が１０８億６５百万

円、６.２％の減、物件費が５３億２４百万円、３.４％の減

となったものの、補助費等が１５８億７百万円、１４.０％

の増、基金への積立金が５７億４５百万円、４４.８％の増

となったことなどにより、その他経費全体では６８億

１７百万円、１.４％の増となっている。

次に、図－２１より府内市町村と全国市町村におけ

る一般財源等の充当状況の構成比をみると、その他

の経費は、府内市町村、全国市町村とも同じような

構成比で推移しているものの、義務的経費では府内

市町村が、投資的経費では全国市町村がそれぞれ３

～５ポイント上回る割合で推移している｡

義務的経費の内訳（図－２２）でみると、人件費と

扶助費において府内市町村が全国市町村を上回る状

況で推移し、逆に公債費では全国市町村を下回って

推移している｡

平成１９年度における全国市町村とのポイント差は、

人件費が４.１ポイント、扶助費が２.８ポイント、公債

Ⅴ 財政分析等
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表－３７ 一般財源等の充当状況
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費が２.９ポイントの差となっているが、近年、府内市

町村では、職員数の削減など、人件費削減に向けた

取組が進められており、人件費のポイント差が縮小

傾向にある｡

次に、図－２３より、投資的経費の大部分を占める

普通建設事業費の構成比をみると、補助事業費、単

独事業費ともに、府内市町村が全国市町村を下回っ

ており、平成１９年度における普通建設事業費のポイ

ント差は３.２ポイントとなっている。

以上のように、府内市町村は、全国平均を上回る

義務的経費に充てる一般財源等を、建設事業への充

当を抑制することで捻出している一方、近年では職

員数の削減など人件費への充当額を抑えることによ

り、義務的経費に充てる一般財源等の伸びを抑えて

いることがわかる。

（注１）「Ⅴ　財政分析等」の項における「一般財源等」とは、

いわゆる狭義の一般財源のほか、交通安全対策特別交付

金、使用料・手数料などのうち、その収入が必要経費を

超過する場合の超過額、財政調整基金の取崩しによる繰

入金、臨時財政対策債などの赤字地方債など、一般財源

と同様に使用される財源を含んでいる。

■経常収支比率

経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測る指標

の一つであり、法定普通税や普通交付税などの経常

一般財源等収入が、人件費、扶助費のような経常的

な経費にどれだけ充当されたか、その割合によって

財政構造の弾力性をみようとするものである。

長引く不況による地方税の減収などで経常一般財

源等収入が伸び悩み、人口急増期に大量採用した職
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図－２１ 一般財源等の充当状況
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図－２２ 一般財源等の充当状況（義務的経費）
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員の高齢化による人件費の増加や都市基盤整備によ

る公債費の増加により、経常収支比率は平成６年度

から１５年連続で９０％を超えている。（図－２４）

平成１１年度から平成１３年度まで９５％前後で推移し

ていた数値は、平成１４年度には９７.１％と大きく悪化

し、平成１５年度から平成１８年度は９６％台で推移して

きた。そして平成１９年度では９８.３％と大幅に悪化し、

平成２０年度は、９７.２％となった。

全国市町村においては、８０％台で推移していたも

のが、平成１６年度には９０％を超え、平成１９年度には、

９２.０％まで悪化し、平成２０年度では９１.８％となって

いる。府内市町村との差は、平成１９年度より０.９ポイ

ント縮小し、５.４ポイントとなった。

表－３８、３９、４０より、経常収支比率の算出の基

礎数値を収入と支出に分けてみると、経常一般財源

等収入は、法定普通税等がほぼ前年度と同額、普通

交付税が３０億４９百万円、２.３％の増となったものの、

景気後退の影響により配当割交付金が３０億２７百万円、

６０.４％の減、株式等譲渡所得割交付金が２３億７０百万

円、７７.１％の減、地方消費税交付金が２８億５１百万

円、５.８％の減などにより全体では３３億２２百万円、

０.３％の減となった。

一方、経常経費充当一般財源等は、扶助費が２７億

４６百万円、２.４％の増となったものの、職員数の削

減等により、人件費が１５４億２９百万円、４.６％の減、

物件費が３５億３３百万円、２.５％の減となった。

また、補助費等が１３６億２６百万円、１４.６％の増、繰

出金が１１２億２０百万円の減、７.９％の減となったが、

これは、下水道事業会計における法適化の実施によ

り、歳出区分が繰出金から補助費等に振替わったこ

となどによる。全体としては１４２億７４百万円、１.４％

の減少となった。

このように経常一般財源等収入、経常経費充当一

般財源等ともに減少したものの、経常経費充当一般

財源等の減少が経常一般財源等収入に比べ大きいた

め、経常収支比率は前年度より１.１％改善し、９７.２％

となった。（図－２５、表－４１）

また、表－４２より経常収支比率の段階区分によ

る団体数の状況をみると、平成２０年度においては、

１００％以上の団体が、昨年度より７団体減少して１０

団体となっているものの、９０％以上の団体も全体の

９割以上を占めており、依然として、府内市町村の

財政構造の硬直化は深刻な状況となっている｡

■健全化判断比率等

地方公共団体は、「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」（以下「健全化法」という。）に基づき、

健全化判断比率及び資金不足比率を算定することと

なり平成２１年４月から全面的に施行された。

健全化判断比率等の各指標は、法令等に基づき、
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図－２４ 経常収支比率の推移
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表－３８ 経常経費充当一般財源等の状況

表－３９ 経常一般財源等収入の増減率

表－４０ 経常経費充当一般財源等の増減率

表－４１ 経常収支比率の内訳

表－４２ 経常収支比率の段階区分による団体数
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各地方公共団体が自ら算定することとなっている。

各地方公共団体は算定した財政指標を客観的に分析

し、自らの財政の健全化に活用することが期待され

ている。

平成２０年度決算に基づく府内市町村の各健全化判

断比率等は次のとおりとなっている。

①　実質赤字比率

表－４３は、府内市町村の都市別、町村別に実質赤

字額がある団体、連結実質赤字額がある団体、実質

公債費比率の加重平均、将来負担比率の加重平均を

一覧にしたものである。府内で実質赤字額がある団

体は、２市１町となっている。また、表－４４は前年

度と比較して各指標が改善又は悪化した団体数を表

している表である。実質赤字比率が前年度と比較し

て、改善した団体が３団体、悪化した団体が１団体

となっている。

②　連結実質赤字比率

表－４３、４４のとおり、府内で連結実質赤字額があ

る団体は、７市１町、前年度と比較し改善した団体

が７団体、悪化した団体が２団体となっている。

連結実質赤字額は生じていないものの、個々の会

計を見た場合に赤字が生じている団体があり、表－

４５は、連結実質赤字比率を構成する一般会計等、公

営事業会計、公営企業会計の区分での赤字額や団体

数を表したものである。

公営事業会計では、国保会計において赤字額が生

じている団体数が２７団体となっている。また、病院

事業をはじめとした公営企業会計においても赤字を

抱えている団体があることがわかる。実際に連結実

質赤字額が生じている団体数は８団体であり、それ

以外の団体についても赤字を抱えている会計が存在

することがわかる。これらの団体は、一般会計をは

じめ、その他の公営企業会計等で生じた黒字によっ

て赤字が相殺されているため、連結実質赤字比率を

みれば、赤字額がなく、表面上は健全性が確保され

ているものと考えられるが、個々の会計について見

ていくと、必ずしも健全とはいえない。連結実質赤

字額が生じている団体については、言うまでもない

が、このような団体についても当該赤字会計の要因

を明らかにし、改善に向けた取組が必要となってく

る。

③　実質公債費比率

表－４３、４４のとおり、府内市町村の実質公債費比

率は７.０％で、前年度と比較し０.５ポイント改善とな

った。また前年度と比較し実質公債費比率が改善した

団体は２０団体、悪化した団体が１８団体となっている。
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表－４３ 府内市町村の健全化判断比率の状況

表－４４ 平成２０年度の比率増減状況（平成１９年度対比）

表－４５ 府内市町村の連結実質赤字比率の構成要素

図－２５ 経常一般財源等収入及び経常経費充当一般財源等の推移
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この比率が１８％以上となった団体は、地方債の発

行に総務大臣又は知事の許可が必要となる許可団体

となる。地方債の許可団体の数は前年から２団体増

加し、３団体となった。（表－４６）また、実質公債費

比率の段階別団体数の状況は表－４７のとおりである。

④　将来負担比率

将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等が将

来負担すべき額を指標化したものであり、その構成

要素としては地方債の現在高、債務負担行為に基づ

く支出予定額、公営企業債等繰入見込額、退職手当

負担見込額等がある。各市町村においては、比率だ

けでなくどのような要素にどれぐらいの将来負担額

があるのかを明らかにすることが非常に重要である。

表－４３、４４のとおり、平成２０年度の府内市町村の

平均は８１.６％となり、前年度比で１１.３％の改善とな

った。また前年度と比較し、将来負担比率が改善し

た団体は３３団体、悪化した団体は５団体となってい

る。また、将来負担比率が３００％を超える団体は前

年度と同数の３団体である。（表－４８）

また、表－４９は、将来負担比率の構成要素を一覧

にしたものである。地方債の現在高及び公営企業債

等繰入見込額の合計額が、将来負担額全体の約８割

を占める結果となっている。

しかし、それらの要素だけではなく、一般会計そ

の他の会計の赤字、土地開発公社や第三セクターの

負債などにも着目し、地方公共団体ごとの実態や類

似団体との比較を踏まえ、それら赤字の解消、負債

の削減及び地方債残高の縮減など適正な財政運営を

行っていくことが重要である。

⑤　資金不足比率

表－５０より、府内で資金不足比率がある公営企業

数は下水道事業が２団体、病院事業が６団体、宅地

造成事業が１団体となっている。

ここで注意しなければならないのは、健全化法の

算定上は資金不足額が生じないものの、実際の決算

においては、資金不足が生じている企業会計がある
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表－４６ 府内市町村の実質公債費比率の状況

表－４７ 実質公債費比率の段階別団体数の状況

表－４９ 将来負担額の内訳

表－４８ 将来負担比率の状況

表－５１ 解消可能資金不足額

表－５０ 資金不足額がある会計数
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ということである。

これは、健全化法において、資金不足比率の算定

にあたり、事業の性質上やむをえず赤字が生じる場

合があることを考慮し、資金不足額から「解消可能

資金不足額」を控除した結果、資金不足額が解消さ

れたものである。

表－５１は、解消可能資金不足額により資金不足額

が減少した額及び事業名、団体数を表したものであ

る。このうち、下水道事業については、資金不足が

生じているのは２団体（表－５０参照）であるが、比

率の算定上、資金不足が解消された団体は１０団体も

ある。

これらの団体は、当該赤字会計において、料金改

定や収納対策による収入確保、事業計画の見直しや

歳出削減等により収支改善を図ることが必要である。

■将来にわたる財政負担

地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収

支状況のみでなく、地方債や債務負担行為などのよ

うに、将来にわたって財政負担となるものや、年度

間の財政調整を図り、将来における弾力的な財政運

営のために財源を留保する積立金等の状況などにつ

いても、併せて総合的に把握しておく必要がある。

府内市町村における状況は次のとおりとなっている。

①　地方債現在高

平成２０年度における地方債現在高は、１兆５,３５９億

５２百万円で、３４４億８９百万円、２.２％の減となって

いる。（図－２６、表－５２）

これは、地方財政法第５条の特例として発行を認

めている地方債である臨時財政対策債が２４８億９１百

万円、７.０％の増、退職手当債が１８６億２６百万円、

８５.６％の増となっているものの５条債である一般単

独事業債が３１７億６百万円、６.０％の減、厚生福祉施

設整備事業債が５４億１８百万円、１７.１％の減、一般廃

棄物処理事業債が４２億８６百万円、１３.５％の減など過

去に発行した地方債の償還が進んだことが要因と考

えられる｡また、平成２０年度に民間資金での借換えを

行ったこともあり、府貸付金残高が２１７億３百万円、

２７.６％の減となっている。

また、表－５２、５３より、地方債現在高の事業別構

成比をみると、地方単独事業の推進により著しい伸

びを示した一般単独事業債が最大の構成比となって

いる状況には変わりはないものの、減税補てん債と

臨時財政対策債と退職手当債などの特例的な地方債

の残高については増加傾向にある。

府内市町村における地方債現在高は、普通建設事
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表－５２ 地方債現在高の状況

図－２６　地方債現在高の対前年度増減率の推移
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業費の抑制傾向のなか、平成１１年度には減少に転じ

たものの、平成１３年度に臨時財政対策債が導入され

たことで一旦増加傾向を示し、平成１５年度をピーク

に平成１６年度から再び減少することとなった。

また、府内市町村と全国市町村の事業別構成比は

図－２７のとおりである。

図－２８をみると、それまで増加傾向にあった府内

市町村の地方債現在高の人口一人当たりの額は、平

成１７年度より緩やかに減少に転じており、平成２０年

度では２８８.９千円となった。これは、現在高総額で

の状況と同じく、一般単独事業債や学校教育施設等

整備事業債などが減少したことなどが主な原因と考

えられる｡また、平成１９年度における全国市町村の地

方債現在高の人口一人当たりの額は４０９.８千円とな

っており、府内市町村を１１４.６千円上回る額となっ

ている。

次に、図－２９より、平成２０年度の地方債現在高

の標準財政規模に対する比率は、平成２０年度より標
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図－２７ 地方債現在高の構成比の推移

表－５３ 地方債現在高と構成比の推移
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図－２８ 地方債現在高人口一人当たり額の推移
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（注）平成２０年度より標準財政規模に臨時財政対策債発行可能額を含む。 

図－２９ 地方債現在高の標準財政規模に対する比率の推移
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準財政規模に臨時財政対策債発行可能額を含むため

１５１％となり、前年度を１１ポイント下回っている。

全国市町村については、平成１９年度の対標準財政

規模に対する比率は１８７％となっており、府内市町

村を２５ポイント上回り、標準財政規模の２倍近くと

なっている｡

②　積立金現在高

府内市町村の積立金現在高は、２,５３４億８３百万円

で、５２億６０百万円、２.０％の減となっている｡（図－

３０、表－５４）

内訳をみると、財政調整基金では１８億５０百万円、

２.３％の増、減債基金では１６億１８百万円、７.５％の

減、その他特定目的基金では５４億９２百万円、３.５％

の減となっている｡

図－３１より、積立金現在高の人口一人当たり額を

みると、平成２０年度では４７.７千円となり、平成１８年

度に一旦増加したものの、平成１９年度に引き続き減

少することになった。平成１９年度においては全国市

町村の人口一人当たりの額は７２.１千円となっており、

府内市町村を２３.５千円上回っている。

図－３２、表－５５の積立金現在高の標準財政規模に

対する割合を見ると、平成２０年度においては、積立

金合計で２５.０％となり、前年度を１.６ポイント下回

った。積立金別では、財政調整基金が８.２ポイントで
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図－３０　積立金現在高の推移

表－５４ 積立金現在高の状況
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前年度より０.２ポイント、減債基金は２.０％で０.２ポイ

ント、その他特定目的基金が１４.８％で１.２ポイント

減少している。

③　債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額

府内市町村の債務負担行為に基づく翌年度以降支

出予定額は、３,１６３億９４百万円で、１１億３６百万円、

０.４％の減となっている。（表－５６）

これは、「土地の購入に係るもの」が５３億４０百万

円、４.６％の大幅な減となったことが大きく影響し

ている｡
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（注）平成２０年度より標準財政規模に臨時財政対策債発行可能額を含む。 

図－３２　積立金の標準財政規模に対する割合

表－５５ 積立金の標準財政規模に対する割合

図－３１　積立金現在高人口一人当たり額の推移

00自治大阪2010.02月号  10.3.23 10:23  ページ 51



④　将来にわたる実質的な財政負担

債務負担行為に基づく翌年度以降支出予定額に

地方債現在高を加えたものから積立金現在高を差

し引いた「将来にわたる実質的な財政負担」は、

１兆５,９８８億６３百万円で、３０３億６４百万円、１.９％の

減となっている。（図－３３、表－５７）

これは、積立金現在高が５２億６０百万円、２.０％の

減となったものの債務負担行為に基づく翌年度以降
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表－５６ 債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額の状況

（注）平成２０年度より標準財政規模に臨時財政対策債発行可能額を含む。 

図－３３　将来にわたる実質的な財政負担

表－５７ 将来にわたる実質的な財政負担
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支出予定額が１１億３６百万円、０.４％の減、地方債現

在高が３４４億８９百万円、２.２％の減となったことによ

るものである。

また、「将来にわたる実質的な財政負担」の標準財

政規模に対する割合については１.６％となった｡

また、全国市町村との比較では、平成１４年度から

６年連続で全国市町村より０.１ポイント下回ることと

なった。

■府内市町村のバランスシート

バランスシートは、行政活動のうち、特に投資事

業にスポットを当て、資産形成とそれに対する地方

債や補助金等の状況を一覧的に明らかにするもので

ある。（表－５８）

府内市町村のバランスシートは、平成２１年３月３１

日現在で、総資産が６兆６,８８８億１３百万円、負債が１

兆９,０７８億３５百万円となり、正味資産は４兆７,８０９億

７８百万円となっている。また、総資産に占める負債

の割合は２８.５％となっている。

資産の部の内訳をみると、有形固定資産が６兆１,

４６６億３１百万円で、総資産に占める割合は９１.９％と

なっている。

一方、負債の部の内訳をみると、地方債が固定負

債、流動負債を合わせて１兆５,３５９億５１百万円で、負

債に占める割合は８０.５％となっている。

また、次に割合の大きい退職給与引当金は３,４６４
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億７４百万円で、負債の１８.２％を占めている。なお、

正味資産の部では、地方税等の一般財源等が３兆

７,６７９億５１百万円で、全体の７８.８％を占めている。ま

た、社会資本形成に対して、これまでの世代によっ

て既に負担された分の割合を示す有形固定資産に対

する正味資産の割合は７７.８％となっている。

次に、表－５９より府内市町村における住民一人当た

りのバランスシートを見ると、総資産が１,２５８,２４７円、

負債が３５８,８８７円となり、正味資産は８９９,３６０円とな

っている。

公会計の整備については、「行政改革の重要方針

（平成１７年１２月２４日閣議決定）」等により、貸借対照

表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変

動計算書の４表を平成２１年度中に整備することが求

められている。今後、資産・債務に関する情報開示

と適正な管理を進めるためにも、早急に上記財務書

類を整備し、積極的な活用を図られたい。

（注）今回作成した府内市町村のバランスシートは、「地方公

共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」

（平成１２年３月）に基づくものである。
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■はじめに

地方公共団体の財政状況は、バブル経済崩壊以後

の長引く不況やアメリカ発の金融危機の影響により、

税収入が激減し、逼迫している状況にある。

このような中、政府は、昨年１１月の月例経済報告

で、物価が長期的に下落するデフレーションに陥っ

たとし、デフレの状況はしばらく続くという見通し

を発表していることから、市町村財政を取巻く状況

は今後も厳しいものとなると思われる。

市町村においては、人件費の削減や普通建設事業

費の抑制など財政健全化に向けた取組を進めている

ところであるが、今後一層の取組が必要であると考

えられる。

また、平成２１年４月から全面施行された健全化法

では従来の普通会計を中心としたフロー指標に併せ、

公社・第三セクター等を含めた実質的な負債を捉え

るストック指標が導入されたことから、全会計ベー

スでの取組が求められている。市町村においては、

土地開発公社（以下「公社」という。）の健全化が大

きな課題となっていることから、ここでは土地開発

公社が市町村財政に与える影響について触れてみる。

■土地開発公社の設置の経緯

公社は、高度経済成長期に、急激な都市化や地価

高騰が社会問題化する中で、「公有地の拡大の推進に

関する法律」が昭和４７年に制定されたことにより、

多くの地方公共団体において設置された。

公社は地方公共団体が地域の秩序ある整備を図る

ために必要な公有地の取得及び造成その他の管理等

を行うことを目的として設置されたものであり、積

極的に土地の先行取得を行ってきた。

公社の主たる役割は、地方公共団体が道路や学校、

公園などの社会資本整備を計画的かつ円滑に行うた

め、あらかじめ必要な用地を取得しておかなければ

ならない場合に、地方公共団体に代わって公有地の

先行取得を行うことである。また、公社による土地

の先行取得は、地価の高騰を背景とし、先行取得に

伴う利子などの経費を負担してもなお、コスト回収

が可能となる社会的状況を前提として行われてきた

ものである。地価上昇期には、用地買収費を低く抑

えることができ、大きな役割を果たしてきたといえ

る。しかし、バブル経済の崩壊後、予想を超えた地

価の下落により、土地の売却に伴う損失を生じさせ、

債務超過という新たな問題が生じることとなってい

る。また、地方公共団体においては財政状況の悪化

により買戻しが進まず、保有期間が長期化する状況

となっており、公社の健全化が大きな課題となって

いる。

■土地開発公社の土地保有の状況

図－３４は、昭和６１年以降の府内市町村が設置する

公社の土地保有量の推移を表したものである。バブ

ル経済時に積極的に先行取得を行ったため急激に土

地保有量が増加したが、バブル経済の崩壊による市

町村財政の悪化により買戻しが進まず、平成１１年ご

ろまで土地保有量が高止まりしている。

このような中、国において公社の健全化を図るた

め平成１２年度及び１６年度の２度にわたり、土地開発

公社経営健全化対策が講じられた。大阪府では第１

次土地開発公社経営健全化対策において１５団体を経

営健全化団体に指定し、また、第２次土地開発公社

経営健全化対策において１７年度に３団体、１８年度に

１７団体、２０年度に４団体を指定し、保有量の軽減を

図ってきたところである。その成果もあり２０年度末

現在の土地開発公社の保有量はピーク時の平成４年

に比べて、３分の１程度まで減少した。

表－６０は、平成２０年度末の公社の土地保有の状況

を表している。府内市町村では平成２０年度末現在で

Ⅵ 特別分析 ～土地開発公社が市町
村財政に与える影響について～
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３６市町が公社を設置しており、土地保有量に対する

標準財政規模比（以下「土地保有量（標財比）」とい

う。）は、市町平均で１８.２％となっている。それぞれ

の団体ごとにみると、表－６１のとおり２５％を超える

団体が８団体ある。また、最大では１６１.９％であり、

非常に高い比率となっている団体がある。

次に表－６０の２０年度末保有量に対する長期保有

（５年以上）の割合をみると、市町平均で９５.４％とな

っている。それぞれの団体ごとにみると、表－６２の

とおり、３６団体中、２８団体が９０％を超えており、

そのうち、１４団体が１００％となっている。全体的に

保有期間が長期化していることを示している。

また、土地保有量（標財比）が２５％を超過する８

団体のうち７団体が、長期保有（５年以上）の割合

が９０％を超える状況となっている。

■土地開発公社の経営状況が市町村財政に与える影響

公社が市町村の依頼により事業用地の買収を行う

際の資金は、市町村が貸付を行っている場合もある

が、大部分は金融機関からの借入れに依存している

状況である。

また、市町村の財政状況の悪化により買戻しが進

まず、保有期間の長期化により保有コストが、年々

膨らんでいるため、将来の市町村財政に大きな影響

を及ぼすことが懸念される。

表－６３では２０年度末保有量に占める諸経費・利息

の累計額を表したものである。公社の保有量１,８０９億

１２百万円のうち５８３億２１百万円が長期保有に係る諸

経費・利息であり、市町平均保有量の約３分の１が

諸経費・利息となっている。また２０年度に支出した

諸経費・利息は２７億５百万円となっており、高コス

トの状態であるといえる。仮に２１年度以降について

も、用地の買戻しが進まなければ、今後も相当額の
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表－６０ 土地開発公社の土地保有状況（平成２０年度末現在）

表－６１ 標準財政規模に対する土地開発公社土地保有量の割合
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金利等の負担が生じることとなり、市町村財政に及

ぼす影響は大きく、注意が必要である。

表－６４は公社保有量に対する諸経費・利息の割合

を表にしたものである。保有量に対する長期保有に

係る諸経費・利息の割合が５０％を超えているのが４

団体ある。これらの団体は、早期に保有量の縮減を

図ることが必要である。

また、前述の「Ⅴ財政分析」の「健全化判断比率

等」でも触れたように、健全化法において一般会計

が将来負担すべき額を明確化し、将来の財政を圧迫

する度合いをあらわす指標として将来負担比率が整

備された。表－４９は将来負担額の構成要素をあらわ

したものである。このうち債務負担行為に基づく支

出予定額（うち土地開発公社の依頼土地に係るもの）

及び設立法人の負債額等負担見込額（うち土地開発

公社）が公社に係る将来負担額（以下「公社の負債

額等」という）であり、将来負担額の５.６％が公社の

負債額等となっている。

図－３５は将来負担額に占める公社の負債額等の状

況を図にしたものである。

将来負担比率が３００％を超過している市町村のう

ち２団体は将来負担額に占める公社の負債額等の比

率が他の市町村と比べ、高いものとなっている。こ

の２団体は公社の保有土地の全てが５年以上の長期

保有であり、また土地保有量（標財比）は上位の２

団体となっていることから、公社の負債額等が将来

負担比率に大きな影響を及ぼしていることがわかる。

図－３６は土地保有量（標財比）と将来負担比率と

の関係を表したものである。将来負担比率の悪化要

因は市町村によって異なるが、土地保有量（標財比）

が２５％を超える団体のほとんどが、その他の市町村

と比べて、将来負担比率が高い状況となっている。将

来負担比率の高い市町村は公社の健全化を進めるこ

とで、一定の比率改善が見込めるものと考えられる。

■まとめ

公社の経営健全化については、先に触れたように、

これまで国において二度にわたり保有量を縮減する

取組を行ってきたところである。

これらに基づいて行われる取組に対しては、供用

済土地の再取得や有効利用を目的とした土地の取得

に係る地方債措置が講じられているところであるが、

この措置は健全化対策に基づいた取組を行っている

期間に限られており、取組の終了後は、このような

措置なしで健全化を進めなければならない。しかし、

公社においては第２次健全化対策の終了後も、相当

量の長期保有地を抱える見込であり、特に処分に長

期間を要する土地を多く保有する公社については、

市町村の財政にも長期にわたって影響を及ぼすこと

を認識しておく必要がある。

また、一時期のような地価の上昇が見込まれない

ことから用地買収費を低く抑えるという役割も薄れ

てきており、今後、公社のあり方についての検討が

必要である。

一方、公営企業、公社及び第三セクターについて

は、健全化法の施行を踏まえ、早期に抜本的改革に

取組み、将来的な財政負担の明確化と計画的な削減

を図ることが求められている。第三セクター等の存

廃を含めた抜本的改革を集中的に推進するため、地

方財政法の一部改正により、第三セクター等改革推

進債が発行できることとなった。

第三セクター等改革推進債の発行が可能な期間は
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平成２５年度までであり、これ以降国において、公社

に対する新たな健全化策が講じられるかは不透明で

ある。

公社の健全化は地方公共団体が抱える今日的課題

の一つである。市町村においては、この機会に公社

の廃止を含めた抜本的改革に取り組むことが重要で

あると考える。

府内市町村では、住民の生活や福祉の向上を図り、

個性豊かで魅力ある街づくりを推進するため、道路

や都市公園等の公共施設の整備に努めている。これ

ら主要な公共施設の整備状況の概要は、次のとおり

である。なお、府内の各市町村の数値は、本誌平成

２２年３月号別冊に掲載予定であるので参照されたい。

（１）道路

平成２１年４月１日現在における市町村道の実延長は

１万１,３９９㎞（対前年度比０.８％増）、面積は７０,７７０千

㎡（同１.０％増）である。これらを１０年前（平成１１

年４月１日現在）と比べると、実延長は８.３％増、面

積は１０.５％増となっている。

（２）公営住宅

平成２０年度末における公営住宅等（公営住宅法

（昭和２６年法律第１９３号）に基づく公営住宅、住宅地

区改良法（昭和３５年法律第８４号）に基づく改良住宅

及び地方公共団体が独自に建設する単独住宅）の総

戸数は２３,１１８戸であり、前年度と比べると２９２戸減

少（１.２％減）となっている。これを１０年前（平成

１０年度末）と比べると５０戸減少（０.２％減）となっ

ている。また、公営住宅等総戸数に占める公営住宅

の割合は６６.５％（前年度６６.９％）となっている。

（３）公園

平成２０年度末現在における都市公園等（地方公共

団体等が都市計画区域内において設置し、管理して

いる施設で、公園としての実態を備え、一般の利用

に供しているものを含む。なお、児童遊園は除く。）

の数は５,１２０箇所（対前年度比３.７％増）で、その面

積は３２,７６７千㎡（同１.０％増）となっている。また、

これらを１０年前（平成１０年度末）と比べると、都市

公園等の箇所数は１,３９９箇所増加（３７.６％増）、その

面積も４,６９８千㎡増加（１６.７％増）となっている。

都市公園等を設置者別にみると、市町村が設置し

たものが５,１００箇所（対前年度比３.７％増）、２１,９５６

千㎡（同１.１％増）で、総箇所数の９９.６％、総面積

の６７.０％を占めている。

（４）下水処理施設

汚水（し尿及び生活雑排水）及び雨水を処理する

施設としては、公共下水道（特定環境保全公共下水

道を含む。以下、この項において同じ。）、農業集落

排水施設、漁業集落排水施設等があり、また、汚水

を処理する施設としては、合併処理浄化槽等がある。

これらの下水処理施設については、財政措置の充実

が図られていることもあり、近年の環境保全意識の

向上とともに、各地域の実態に即した整備が進めら

れている。

これらの下水処理施設の中でも中心的な施設であ

る公共下水道についてみると、平成２０年度末におけ

る現在排水人口（供用開始している排水区域内人口）

は、４,７３４千人で、前年度と比べると０.９％増となっ

ている。これを１０年前（平成１０年度末）と比べると、

９５２千人の増加（２５.２％増）となっている。

また、平成２０年度末における合併処理浄化槽の処

理人口は２６７千人（対前年度比１.８％減）となってい

る。これを１０年前（平成１０年度末）と比べると、合

併処理浄化槽の処理人口は９１千人減少（２５.４％減）

となっている。

なお、し尿については、上記の下水処理施設によ

る処理のほか、し尿処理施設処理、下水道マンホー

ル投入等による収集処理及び単独浄化槽等による自

家処理が行われている。平成２０年度末のし尿処理施

設処理人口は２８８千人（対前年度比８.０％減）、し尿

処理施設年間総収集量は４０８千ｋｌ（同４.４％減）とな

っている。これらを１０年前（平成１０年度末）と比べ

ると、し尿処理施設処理人口は４５４千人減少（６１.２％

減）、し尿処理施設年間総収集量は３８１千ｋｌ減少

Ⅶ 公共施設の状況
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（４８.３％減）となっている。下水処理施設等による

処理の増加により、し尿処理施設処理人口・年間総

収集量とも、年々減少している。

（５）ごみ処理施設

ごみの処理は、焼却処理、埋立処理、高速堆肥化

処理等の収集処理のほか、自家処理により行われて

いる。平成２０年度末における収集処理人口は５,３９２

千人（対前年度比０.１％減）で、その年間総収集量は

１,８５３千ｔ（同５.４％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成１０年度末）と比べる

と、収集処理人口は１４千人減少（０.３％減）、年間総

収集量は３３３千ｔ減少（１５.２％減）となっている。

（６）保育所

平成２０年１０月１日現在における公立の保育所数

（季節保育所を除く。）は２８６箇所、延面積は２５３千

㎡となっており、前年同期と比べると１０箇所減少

（３.４％減）、１０千㎡減少（３.８％減）となっている。

また、これらを１０年前（平成１０年１０月１日現在）

と比べると、箇所数は６７箇所減少（１９.０％減）、延

面積は４９千㎡減少（１６.２％減）となっている。

（７）高齢者福祉施設

平成２０年１０月１日現在における公立の老人ホーム

（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人

ホーム）数は９箇所で、前年同期と比べると１箇所

減少となっている。また、これを１０年前（平成１０年

１０月１日現在）と比べると２箇所減少となっている。

老人ホームの箇所数を種類別にみると、養護老人ホ

ームが６箇所、特別養護老人ホームが３箇所となっ

ている。

（８）文化及び体育施設

ア．文化施設

平成２０年度末現在の公立の文化施設の状況は、次

のとおりである。

市民会館及び公会堂は９０箇所（対前年度比１箇所

増）で、延面積は４１５千㎡（前年度と同じ）となっ

ている。また、これらを１０年前（平成１０年度末）と

比べると、９箇所増加（１１.１％増）、延面積は５６千

㎡増加（１５.６％増）となっている。

図書館は９６館（前年度と同じ）となっている。ま

た、これを１０年前（平成１０年度末）と比べると、１４

館増加（１７.１％増）となっている。

博物館（美術館、動物園、水族館等を含む。）は６

館（前年度と同じ）となっている。また、これを１０

年前（平成１０年度末）と比べると、２館増加となっ

ている。

イ．体育施設

平成２０年度末現在の公立の体育施設の状況は、次

のとおりである。

体育館は８９箇所（対前年度比２箇所増）となって

いる。また、これを１０年前（平成１０年度末）と比べ

ると、５箇所増加（６.０％増）となっている。

陸上競技場は１３箇所（前年度と同じ）となってい

る。また、これは１０年前（平成１０年度末）と比べて

も同じである。

野球場は５９箇所（対前年度比１箇所減）となって

いる。また、これを１０年前（平成１０年度末）と比べ

ると、２箇所減少（３.３％減）となっている。

プールは１１３箇所（対前年度比６箇所減）となっ

ている。また、これを１０年前（平成１０年度末）と比

べると、１５箇所減少（１１.７％減）となっている。

平成２０年度府内市町村決算は、黒字幅が拡大し、

実質収支は５年連続の黒字となった。また、経常収

支比率については、前年度と比べ１.１ポイント改善し

たものの、財源不足を補うため、財政調整基金の取

崩しや基金、特別会計からの借入を行っている市町

村も多数あることから、今後も厳しい財政運営が迫

られるものと考えられる。

府内市町村においては、これまでも人件費の削減

や事務事業の見直し、使用料・手数料の改定などさ

まざまな取組を行い、財政の健全化に一定の効果を

あげてきた。しかしながら、経常収支比率をはじめ

とする決算数値を見る限り、こうした取組が財政構

造を抜本的に改善させたとまではいえない。

Ⅷ おわりに
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このような中、我が国の経済は、アメリカ発の世

界的な金融危機をきっかけとして景気は急速に悪化

し、さらに物価が長期的に下落するデフレーション

に陥るなど、引き続き厳しい状況が続くものと考え

られることから、健全化に向け、一層の取組が必要

と考えられる。

府内市町村においては、健全化法の策定や新公会

計制度の整備の趣旨を踏まえ、普通会計だけではな

く公営企業や公社、第三セクター等を含めた団体ト

ータルのフロー、ストック両面の健全化に向けた取

組を行うとともに、財務状況を詳細に分析すること

で、財政健全化の阻害要因、取組の方向性が明らか

になるものと考えられる。また住民に対しても他団

体との比較や、分かりやすい財政情報、問題点、改

善方法などを示すことで住民への説明責任を果たす

ことができ、さらには住民の信頼を得ることにもつ

ながるものである。

今後、地方分権をより一層推進していくためには、

その主役となる地方公共団体が、安定した財政基盤

のもと、地方自治を行うことが非常に重要である。

そのためには、基幹となる一般会計の健全化を図

ることはもとより、公営企業や公社、第三セクター

等のあり方や目指すべき方向を明確にし、それを踏

まえた団体トータルの財政ビジョンを示すことが求

められている。
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